
（趣旨）
第１条　この法律は，義務教育に従事する教員が個人の尊厳及び社会連帯の理念に関する認識を深めること
の重要性にかんがみ，教員としての資質の向上を図り，義務教育の一層の充実を期する観点から，小学校
又は中学校の教諭の普通免許状の授与を受けようとする者に，障害者，高齢者等に対する介護，介助，こ
れらの者との交流等の体験を行わせる措置を講ずるため，小学校及び中学校の教諭の普通免許状の授与に
ついて教育職員免許法（昭和２４年法律第１４７号）の特例等を定めるものとする。
（教育職員免許法の特例）

第２条　小学校及び中学校の教諭の普通免許状の授与についての教育職員免許法第５条第１項の規定の適用
については，当分の間，同項中「修得した者」とあるのは，「修得した者（１８歳に達した後，７日を下
らない範囲内において文部科学省令で定める期間，特別支援学校又は社会福祉施設その他の施設で文部科
学大臣が厚生労働大臣と協議して定めるものにおいて，障害者，高齢者等に対する介護，介助，これらの
者との交流等の体験を行った者に限る。）」とする。

２　前項の規定により読み替えられた教育職員免許法第５条第１項の規定による体験（以下「介護等の体験」
という。）に関し必要な事項は，文部科学省令で定める。

３　介護等に関する専門的知識及び技術を有する者又は身体上の障害により介護等の体験を行うことが困難
な者として文部科学省令で定めるものについての小学校及び中学校の教諭の普通免許状の授与については，
第１項の規定は，適用しない。
（関係者の責務）

第３条　国，地方公共団体及びその他の関係機関は，介護等の体験が適切に行われるようにするために必要
な措置を講ずるよう努めるものとする。

２　特別支援学校及び社会福祉施設その他の施設で文部科学大臣が厚生労働大臣と協議して定めるものの設
置者は，介護等の体験に関し必要な協力を行うよう努めるものとする。

３　大学及び文部科学大臣の指定する教員養成機関は，その学生又は生徒が介護等の体験を円滑に行うこと
ができるよう適切な配慮をするものとする。
（教員の採用時における介護等の体験の勘案）

第４条　小学校又は中学校又は義務教育学校の教員を採用しようとする者は，その選考に当たっては，この
法律の趣旨にのっとり，教員になろうとする者が行った介護等の体験を勘案するよう努めるものとする。

附　則
１　この法律は，平成１０年４月１日から施行する。
２　この法律の施行の日前に大学又は文部科学大臣の指定する教員養成機関に在学した者で，これらを卒
業するまでに教育職員免許法別表第一に規定する小学校又は中学校の教諭の普通免許状に係る所要資格
を得たものについては，第２条第１項の規定は，適用しない。

附　則（平成１１年１２月２２日法律第１６０号）抄
（施行期日）

第１条　この法律（第２条及び第３条を除く。）は，平成１３年１月６日から施行する。

附 則　（平成１８年６月２１日法律第８０号）抄
（施行期日）
第１条　　この法律は，平成１９年４月１日から施行する。

附 則　（平成２７年６月２４日法律第４６号）抄
（施行期日）
第１条　　この法律は，平成２８年４月１日から施行する。

（介護等の体験の期間）
第１条　小学校及び中学校の教諭の普通免許状授与に係る教育職員免許法の特例等に関する法律（以下「特
例法」という。）第２条第１項の文部科学省令で定める期間は，７日間とする。
（介護等の体験を行う施設）

第２条　特例法第２条第１項の文部科学大臣が定める施設は，次のとおりとする。
一　児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）に規定する乳児院，母子生活支援施設，児童養護施設，知
的障害児施設，知的障害児通園施設，盲ろうあ児施設，肢体不自由児施設，重症心身障害児施設，情緒
障害児短期治療施設及び児童自立支援施設

二　削除
三　削除
四　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）に規定する救護施設，更生施設及び授産施設
五　社会福祉法（昭和２６年法律第４５号）に規定する授産施設
六　削除

小学校及び中学校の教諭の普通免許状授与に係る教育職員免許法の
特例等に関する法律

小学校及び中学校の教諭の普通免許状授与に係る教育職員免許法の
特例等に関する法律施行規則



七　老人福祉法（昭和３８年法律第１３３号）に規定する老人デイサービスセンター，老人短期入所施設，
養護老人ホーム及び特別養護老人ホーム

八　介護保険法（平成９年法律第１２３号）に規定する介護老人保健施設
九　独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法（平成１４年法律第１６７号）第１１条第１
号の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設

九の二　障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成十七年法律第１２３号）に
規定する障害者支援施設及び地域活動支援センター

十　前各号に掲げる施設に準ずる施設として文部科学大臣が認める施設
（介護等の体験を免除する者）

第３条　特例法第２条第３項に規定する介護等に関する専門的知識及び技術を有する者として文部科学省令

で定めるものは次の各号の一に該当する者とする。

一　保健師助産師看護師法（昭和２３年法律第２０３号）第７条の規定により保健師の免許を受けている

者
二　保健師助産師看護師法第７条の規定により助産師の免許を受けている者
三　保健師助産師看護師法第７条の規定により看護師の免許を受けている者
四　保健師助産師看護師法第８条の規定により准看護師の免許を受けている者
五　教育職員免許法（昭和２４年法律第１４７号）第５条第１項の規定により特別支援学校の教員の免許
を受けている者

六　理学療法士及び作業療法士法（昭和４０年法律第１３７号）第３条の規定により理学療法士の免許を
受けている者

七　理学療法士及び作業療法士法第３条の規定により作業療法士の免許を受けている者
八　社会福祉士及び介護福祉士法（昭和６２年法律第３０号）第４条の規定により社会福祉士の資格を有
する者

九　社会福祉士及び介護福祉士法第３９条の規定により介護福祉士の資格を有する者
十　義肢装具士法（昭和６２年法律第６１号）第３条の規定により義肢装具士の免許を受けている者

２　特例法第２条第３項に規定する身体上の障害により介護等の体験を行うことが困難な者として文部科学
省令で定めるものは，身体障害者福祉法第４条に規定する身体障害者のうち，同法第１５条第４項の規定
により交付を受けた身体障害者手帳に，障害の程度が１級から６級である者として記載されている者とす
る。
（介護等の体験に関する証明書）

第４条　小学校又は中学校の教諭の普通免許状の授与を受けようとする者は，教育職員免許法第５条の２第
１項の規定による免許状の授与の申出を行うにあたつて，同項に規定する書類のほか，介護等の体験を行
った学校又は施設の長が発行する介護等の体験に関する証明書を提出するものとする。

２　学校又は施設の長は，小学校又は中学校の普通免許状の授与を受けようとする者から請求があったとき
は，その者の介護等の体験に関する証明書を発行しなければならない。

３　証明書の様式は，別記様式（省略）のとおりとする。

附　則

この省令は，平成１０年４月１日から施行する。

附　則　（略）

附　則（平成１６年３月３１日文部科学省令第１９号）

この省令は，公布の日から施行し，第２条第６号の改正規定は，社会福祉の増進のための社会福祉事業法

等の一部を改正する等の法律第６条の規定の施行の日から，同条第８号の改正規定は，独立行政法人国立重

度知的障害者総合福祉施設のぞみの園の設立の日から，同条第９号の改正規定は，介護保険法の施行の日か

ら適用する。

　　附　則　（平成１８年９月２５日文部科学省令第３６号） 

１　この省令は，平成１８年１０月１日から施行する。 

２　この省令の施行の日から障害者自立支援法（平成１７年法律第１２３号）附則第１条第３号に掲げる規

定の施行の日の前日までの間は，改正後の第２条第９号の２中「及び地域活動支援センター」とあるのは，

「，地域活動支援センター並びに同法附則第４１条第１項，同法附則第４８条又は同法附則第５８条第１

項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同法附則第４１条第１項に規定

する身体障害者更生援護施設，同法附則第４８条に規定する精神障害者社会復帰施設（同法附則第４６条

の規定による改正前の精神保健及び精神障害者の福祉に関する法律（昭和２５年法律第１２３号）に規定

する精神障害者生活訓練施設，精神障害者授産施設及び精神障害者福祉工場に限る。）及び同法附則第５

８条第１項に規定する知的障害者援護施設（同法附則第５２条の規定による改正前の知的障害者福祉法

（昭和３５年法律第３７号）に規定する知的障害者更生施設及び知的障害者授産施設に限る。）」とする。 

附　則　（略）



小学校及び中学校の教諭の普通免許状授与に係る教育職員免許法の特例等に関する法律施行規則（平成９
年文部省令第４０号）第２条第１０号の規定により，同条各号に掲げる施設に準ずる施設として文部科学大
臣が認める施設を，次のように指定する。
一　障害者自立支援法（平成１７年文部省令第１２３号）に規定する障害福祉サービス事業（生活介護，児
童デイサービス，自立訓練，就労移行支援又は就労継続支援を行うものに限る。）を行う施設（小学校及
び中学校の教諭の普通免許状授与に係る教育職員免許法の特定等に関する法律施行規則第２条第１号に規
定する施設を除く。）

二　削除
三　削除
四　高齢者又は身体障害者に対し老人福祉法（昭和３８年法律第１３３号）第１０条の４第１項第２号又は
身体障害者福祉法第１８条第１項第２号に規定する便宜を供与し，併せて高齢者，身体障害者等に対する
食事の提供その他の福祉サービスで地域住民が行うものを提供する事業であって，市町村又は社会福祉法
人が実施するものを行う施設

五　老人福祉法第２９条第１項に規定する有料老人ホームのうち，当該有料老人ホーム内において介護サー
ビスの提供を行うことを入居契約において定めているもの（軽度の介護サービスの提供のみを行うものを
除く 。）

六　原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律（平成６年法律第１１７号）第３９条に規定する事業を行う
施設

七　児童福祉法第２７条第２項に規定する指定国立療養所等

附　則（平成１１年３月２３日文部省令告示第５２号）
この告示は，平成１１年４月１日から施行する。

附　則　（略）

小学校及び中学校の教諭の普通免許状授与に係る教育職員免許法の特例等に関す
る法律施行規則（平成９年文部省令第４０号）第２条第１０号の規定により，同
条第１号から第９号に掲げる施設に準じる施設として文部大臣が認める施設を指
定する件（平成９年１１月２６日文部省告示第１８７号）


